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介護老人保健施設 大宮ナーシング・ピア 

施設サービス並びに（介護予防）短期入所療養介護 

運営規程 

 

（運営規程設置の主旨） 

第１条  社会福祉法人欣彰会が開設する介護老人保健施設 大宮ナーシング・ピア（以下「当施設」と

いう）が実施する施設サービス並びに短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の適正な

運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

（施設の目的） 

第２条 当施設は、要介護状態と認定された利用者（以下「利用者」という）に対し、介護保険法令の

趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができる

ようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提

供することを目的とする。 

 

（短期入所療養介護事業の目的） 

第３条  短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護状態（介護予防短期入所療養介護

にあっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法

令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常

生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図ることを目的とする。 

 

（運営の理念と方針） 

第４条 当施設では、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合

的に援助します。また、家族や地域の人々・関係機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続

けられるよう支援する。 

    短期入所療養介護においては利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が 1 日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅

ケアの支援に努める。 

２ 当施設は包括的ケアサービス施設として、利用者の意思を尊重し、利用者に応じた目標と支援

計画（ケアプラン）を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションをチームで提供す

る。 

３ 当施設では体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進など生活機能向上をめざし、個々人

に合わせた集中的な維持期リハビリテーションを実施する。 

４ 個々の疾病・状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努める。 

５ 自立した在宅生活が継続できるよう、入所や短期入所サービスを提供し、家族の介護負担の軽

減に努める。 

６ 当施設は高齢者ケアの総合相談機能をめざし、関係機関との連携強化をはかり、地域に根差し

た、信頼される施設として、サービスの向上に努める。 

７ 利用者の意志及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則と

して利用者に対し身体拘束を行わない。 

８ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講じるものとする。 
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（施設の名称及び所在地等） 

第５条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 

（１）  施設名  介護老人保健施設 大宮ナーシング・ピア 

（２） 開設年月日  平成元年２月１日 

（３）  所在地  ３３７‐００２４ 埼玉県さいたま市見沼区片柳１５５０番地  

（４） 電話番号  ０４８－６８６－１８９０（代）  

 ＦＡＸ番号  ０４８－６８８－８５７８ 

（５） 管理者・施設長（医師）望月 弘 

（６）  介護保険指定番号 介護老人保健施設（１１５０３８００１４号） 

 

（従業者の職種、員数） 

第６条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところに

よる。 

（１）  管理者（医師）                    １人 

（２）  医師                              １人以上 

（３） 薬剤師                          ０．２人以上 

（４）  看護職員                          ５人以上 

（５） 介護職員                        １３人以上 

（６）  支援相談員                        １人以上 

（７）  理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 １人以上 

（８）  栄養士又は管理栄養士              １人以上 

（９）  介護支援専門員                    １人以上 

（10） 事務職員              ２人以上 

 

（従業者の職務内容） 

第７条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。 

（１）  管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。 

（２）  医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

（３）  薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行う。 

（４）  看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者

の施設サービス並びに短期入所療養介護計画に基づく看護を行う。 

（５）  介護職員は、利用者の施設サービス並びに短期入所療養介護計画に基づく介護を行う。 

（６）  支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、市町村との連携を

図る。 

（７）  理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作

成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。 

（８）  管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、

食事相談を行う。 

（９）  介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要

介護認定更新の申請手続きを行う。 

（10）  事務職員は、総務・人事及び経理事務に従事する。 

 

（入所定員） 

第８条 当施設の入所定員は、５２人とする。 

   ２ 短期入所療養介護の利用定員数は、利用者が申し込みをしている当該日の介護保健施設サー

ビスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。 
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（介護老人保健施設のサービス内容） 

第９条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職

員の協議によって作成される施設サービス計画並びに短期入所療養介護計画に基づいて、利用者

の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに

日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とす

る。 

（１）施設サービス計画の立案 

   入所療養介護では、どのようなサービスを提供すれば身体機能が回復して家庭に帰って頂ける状

態になるかという「施設サービス計画」に基づいて提供する。この計画は、利用者に関わるあらゆ

る職種の職員の協議によって作成されるが、その際ご利用者・ご家族の希望を十分に採り入れ、又

計画の内容については同意を頂くこととする。 

（２）短期入所療養介護計画の策定 

短期入所療養介護では、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常

的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すと

ともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が１日でも長く居宅での生

活を維持できるよう在宅ケアの支援に努めるための計画を策定する。 

（３）食事 

普通食の他、疾病、嚥下の状態等に配慮した食事を提供する。食事は原則として食堂での提供

となるが、利用者の申し出により食事の開始時間と場所を変更することができるものとする。 

朝食   ７時３０分～ ８時３０分 

昼食 １１時３０分～１２時３０分 

夕食 １７時３０分～１８時３０分 

（４）入浴 

一般浴槽の他、入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応する。利用者は、週に２回利用

可能であるが、利用者の身体の状態に応じて清拭での対応を行う。 

（５）医療・医学的管理 

介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としているが、医師・看護職員が

常勤しているため、利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行う。日常の医学的管理は、か

かりつけ医と連携して施設医師が担当する。 

（６）看護・介護・生活サービス 

看護師、介護福祉士等の介護職員が施設サービス計画に基づいて、チームでケアサービスを行

う。当施設入所中は明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場

に立って運営する。 

（７）リハビリテーション 

機能訓練は、医師・理学療法士・作業療法士・言語療法士その他の職種の者が協働により、個々

人のリハビリテーション計画書を作成し、個別または集団（小グループ）訓練として実施する。

リハビリテーション室（機能訓練室）にて行うが、施設内でのすべての活動がリハビリテーショ

ン効果を期待したものとして実施する。 

（８）レクリエーション 

   週間、月間計画により多彩に実施する。生活を活性化させるリハビリテーションの一環として、 

クラブ活動と共に実施する。 

（９）相談援助サービス 

    退所時の支援も含めて相談援助を行う。 

（10）栄養管理 

管理栄養士が、個々の利用者の心身の状態等を踏まえて、栄養ケア・マネジメント等により 

栄養状態の管理を行う。 
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（11）理美容サービス 

   希望により、毎月１回理美容師により実施する。理美容代 1回 ２，０００円 

（12）行政手続代行 

（13）送迎サービス 

   短期入所療養介護にあたり、入所及び退所の際、自宅までの送迎を行う。 

   通常の送迎実施区域は、さいたま市のうち見沼区、大宮区、緑区、浦和区、岩槻区とする。 

 

（利用者負担の額）   

第 10条  利用者負担の額を以下のとおりとする。 

（１）保険給付の自己負担額は、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額を、別に定める料金表

により支払いを受ける。 

 （２）利用料として、居住費・食費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日常生活

品費、教養娯楽費、理美容代、健康管理費、その他の費用等の利用料を、別に定める利用料金

（別紙 1）により支払を受ける。 

 （３）「食費」及び「居住費」においては、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階まで）の

利用者の自己負担額については、別途資料（別紙２）に記載する。 

 

（記録） 

第 11条 当施設は、利用者の介護保健サービスの提供に関する記録（診療録を含む）を作成し、その記

録を利用終了後５年間は保管する。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じる。

但し、身元引受人その他の者（利用者の代理人を含む）に対しては、利用者の承諾その他必要

と認められる場合に限り、これに応じる。  

          

（身体の拘束等） 

第 12条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。但し、当該利用者または他の利用者

等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師が

その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載

する。 

   ２ 当施設は、身体拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

（１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

（２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

る。 

 

（虐待の防止等） 

第 13条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項

を実施する。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について

従業者に周知徹底を図る。 

（２） 虐待防止のための指針を整備する。 

（３） 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

（褥瘡対策等） 

第 14条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しな
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いような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制

を整備しする。 

 

（施設の利用に当たっての留意事項） 

第 15条  当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。 

（１）介護保険被保険者証及び負担割合証の確認 

利用の申込みに当たり、利用希望者の介護保険証及び負担割合証の確認を行う。利用者の要

介護認定の有効期間満了日から引続いて要介護者と認定された場合、要介護認定の要介護度が

変更になった場合には、改めて介護保険被保険者証の確認を行う。 

（２）食事 

施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。

栄養状態改善の管理の観点から、利用者の心身の状態により食事内容変更の対応を行う。 

食べ物の持ち込みは施設が認める特別な場合を除き、感染症予防、食中毒の防止、療養上の

方針で原則禁止とする。 

（３）面会 

   当施設での面会は地域や施設内の感染状況に合わせてその機会を提供する。予約制での面会

を基本とするが、看取り期や急を要する場合の面会は事前に相談のうえで対応する。 

（４）外出・外泊 

外出・外泊をする際は、利用者もしくは扶養者が所定の届書に必要事項を記入して事前に提

出を求め、地域や施設内の感染状況及び緊急度に合わせて外出・外泊の判断を行う。 

（５）飲酒・喫煙 

   飲酒は原則禁止とする。喫煙は健康増進法により施設内は全館禁煙とする。 

（６）火気の取扱い 

施設が許可し、管理下で取り扱う他は禁止とする。 

（７）所持品・備品等の持ち込み 

   全ての私物持ち込み品には利用者もしくは扶養者に記名を求める。 

（８）刃物（ハサミ、ペーパーナイフ等）の持ち込み 

     刃物等の持ち込みは、原則として禁止とする。 

（９）携帯電話 

     携帯電話の持ち込みと使用は原則自己管理のうえで可能とするが、当施設で適切な使用が困

難と判断した場合は使用を中止してもらうこととする。 

（10）電話の使用 

    電話は、必要に応じて職員が取り次ぎを行う。 

（11）洗濯 

私物の洗濯はご家族で行うか、洗濯の委託を希望される場合には利用者または扶養者が別途

個別に洗濯業者との契約とする。 

（12）金銭・貴重品の管理 

    施設内では金銭を使用しないため、施設での金銭及び貴重品の管理は行わない。 

（13）ペットの持ち込み 

   施設内ではペットの持ち込みを禁止する。 

（14）外出・外泊時等の施設外での受診 

外出・外泊時等での施設外での医療機関受診については、介護保険法により施設医師の診療

情報提供書（紹介状）によって受診することとなるため、事前に相談をいただく。 

 （15）ボランティア・実習生の受け入れ 

     当施設は、地域に開けた施設としてボランティア・実習生・施設見学者等の受入れを行う。 

（16）禁止事項 

当施設では多くの方に安心して療養生活を送っていただくため、他利用者への迷惑行為 
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を禁止する。また、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止する。 

 

（非常災害対策） 

第 16条  消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害､地震等の災害に対処する計画に基づき､

また､消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う｡ 

（１）防火管理者には、大宮共立病院事務部事務長を充てる。 

（２）火元責任者には、大宮ナーシング・ピア事務長を充てる。 

（３）非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼し、点検の際は、防火管理者が立ち会う。 

（４）非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。 

（５）火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任

務の遂行に当たる。 

（６）防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

① 防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）……年２回以上 

（うち１回は夜間を想定した訓練を行う） 

② 利用者を含めた総合避難訓練………………………年１回以上 

③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時 

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 （７）当施設は（６）に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努め

る。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 17条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施する。 

３ 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第 18条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止

のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供

等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、

協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。 

３ 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する定期的な研修を実施する。 

４ 前３項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

（職員の服務規律） 

第 19条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に

従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項

に留意する。 

（１）利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

（２）常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならないこと。 

（３）お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。 

 

（職員の質の確保） 

第 20条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。 
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２ 当施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第

８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。 

 

（職員の勤務条件） 

第 21条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める社会福祉法人欣彰会の就業規則による。 

 

（職員の健康管理） 

第 22条 職員は、当施設が行う年１回の健康診断を受診する。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間

２回の健康診断を受診しなければならない。 

 

（衛生管理） 

第 23条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、

又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。 

２ 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。 

（１） 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（２） 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３） 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。 

（４） 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に

沿った対応を行う。 

３ 定期的に鼠族、昆虫の駆除を行う。 

 

（守秘義務及び個人情報の保護） 

第 24条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正

当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指

導教育を適時行う。 

当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は身元引

受人若しくはその家族等に関する個人情報を適切に取り扱う。また正当な理由なく第三者に漏ら

すことを禁止する。 

ただし、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記

されていることから、情報提供を行なうこととする。 

① サービス提供等に伴う事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター等）との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の医療機関への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 25条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて

入所させない。 

２  運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、

プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。 

３ 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる
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性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じるものとする。 

４ 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関

する重要事項については、社会福祉法人欣彰会の役員会において定めるものとする。 

 

付  則 

１ この運営規程は、平成１８年４月１日より施行する。 

２ この運営規定は 平成１９年６月１日より一部改正する。 

３ この運営規定は、平成２５年４月１日より全面改正する。 

４ この運営規定は、平成２６年４月１日より一部改正する。 

５ この運営規定は、平成２７年８月１日より一部改正する。 

６ この運営規定は、平成２９年４月１日より一部改正する。 

７ この運営規定は、平成３０年４月１日より一部改正する。 

８ この運営規定は、令和３年４月１日より一部改正する。 

９ この運営規定は、令和４年１月１日より一部改正する。 

１０この運営規定は、令和４年１０月１日より一部改正する。 

１１この運営規定は、令和５年４月１日より一部改正する。 

１２この運営規定は、令和６年４月１日より一部改正する。 

１３この運営規定は、令和６年１０月１日より一部改正する。 

１４この運営規定は、令和８年６月１日より一部改正する。 
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＜別紙１＞ 

【 施 設 利 用 料 】 

 

①  食費（１日あたりの料金） 

食  事 料  金 

朝 食 ４４０円 

昼 食 ６９０円 

夕 食 ７４０円 

合 計 １，８７０円 

 

② 居住費（１日あたりの料金） 

お 部 屋 料  金 

４人床室 ５００円 

 

③ その他の料金（個別的な選択による介護サービスに要する料金です） 

サ ー ビ ス 項 目 料  金 備  考 

日用消耗品費（石鹸、シャンプー、ティッシュペーパー、

歯ブラシ、おしぼり等） 
２５０円 １日につき 

教養娯楽費（クラブ活動や行事、レクリエーション等で使用する習

字用具、折り紙、園芸、生け花等の材料や遊具等） 
２９０円 １日につき 

特別な室料（２人床室） １，０８０円 １日につき 

電気代（テレビ・ラジカセ・パソコン他） １５円 １日につき 

掛布団クリーニング代 ９９０円 １回につき 

枕クリーニング代 ６６０円 １回につき 

診療材料費（バルーン交換等） 実費 １回につき 

文書料（診断書、診療情報提供書、情報提供パス等） 実費 １回につき 

特別な食事 実費  

当施設が提供する標準オムツ以外 実費  

インフルエンザ・肺炎球菌等ワクチン接種費 ※実費 １回につき 

※ ワクチン接種費は課税状況やワクチンの種類等により料金が変わります。ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「食費」及び②「居住費」において、国

が定める負担限度額段階（第１段階から３段

階まで）の利用者の自己負担額については、

＜別紙２＞（利用者負担額説明書）をご覧下

さい。 
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施設サービス【 介 護 保 険 １ 割 負 担 額 】 

＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１） 介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要介護 １ ８４７円 

要介護 ２ ９０１円 

要介護 ３ ９７０円 

要介護 ４ １，０２７円 

要介護 ５ １，０８１円 

・入所月に安全対策体制料として２２円かかります。 

・外泊をされた場合、外泊初日と最終日を除き、１月に６日を限度として上記負担額に代 

えて１日につき３８７円となります。 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ２４円  

夜勤職員配置料 ２６円  

初期加算料 ３２円又は６４円 入所日より３０日間に限る 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 ５５円 在宅復帰率・ベッド回転率等による 

 

② 入所期間中、月１回算定されるサービス料金（１月あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

自立支援推進料 ３２１円  

科学的介護推進体制料 ６４円  

協力医療機関連携加算料 ５４円  

高齢者施設等感染対策向上料 ６円又は１１円  

生産性向上推進体制料 １１円  

 

③ サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ２１４円又は２７６円 １回につき（３月を限度） 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 １２９円又は２５７円 １回につき（週３日まで） 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書提出料 ３６円 １月につき 
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緊急時治療管理料 ５５４円 １日につき（月３日まで） 

所定疾患施設療養料 ５１３円 １日につき（月１０日まで） 

療養食費 ７円 １食につき 

経口移行料 ３０円 １日につき 

経口維持料（摂食機能障害） ４２８円 １月につき 

入所前後訪問指導料 ４８１円 １回につき 

試行的退所時指導料 ４２８円 １回につき 

退所時情報提供料 ２６７円又は５３４円 １回につき 

退所時栄養情報連携料 ７５円 １回につき 

再入所時栄養連携料 ２１４円 １回につき 

入退所前連携料 ６４１円 １回につき 

訪問看護指示料 ３２１円 １回につき 

かかりつけ医連携薬剤調整料 ７５円又は１５０円 １回につき 

地域連携診療計画情報提供料 ３２１円 １回につき 

排せつ支援料 １１円～１０７円 １月につき(支援状況による) 

褥瘡マネジメント料 ４円～１４円 １月につき(支援状況による) 

若年性認知症入所者受入れ料 １２９円 １日につき 

新興感染症等施設療養料 ２５７円 １日につき(５日を限度) 

看取り料（死亡日以前３１～４５日） ７７円 １日につき 

看取り料（死亡日以前４～３０日） １７１円 １日につき 

看取り料（死亡日前日及び前々日） ９７２円 １日につき 

看取り料（死亡日） ２，０３０円 １日につき 

認知症チームケア推進料 １２９円 １月につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ２１４円 １日につき(７日を限度) 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

  ・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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施設サービス【 介 護 保 険 ２ 割 負 担 額 】 

＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１）介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要介護 １ １，６９４円 

要介護 ２ １，８０１円 

要介護 ３ １，９４０円 

要介護 ４ ２，０５３円 

要介護 ５ ２，１６２円 

・入所月に安全対策体制料として４３円かかります。 

・外泊をされた場合、外泊初日と最終日を除き、１月に６日を限度として上記負担額に代 

えて１日につき７７４円となります。 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ４７円  

夜勤職員配置料 ５２円  

初期加算料 ６４円又は１２９円 入所日より３０日間に限る 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 １０９円 在宅復帰率・ベッド回転率等による 

 

② 入所期間中、月１回算定されるサービス料金（１月あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

自立支援推進料 ６４１円  

科学的介護推進体制料 １２９円  

協力医療機関連携加算料 １０７円  

高齢者施設等感染対策向上料 １１円又は２２円  

生産性向上推進体制料 ２２円  

 

③ サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ４２８円又は５５１円 １回につき（３月を限度） 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ２５７円又は５１３円 １回につき（週３日まで） 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書提出料 ７１円 １月につき 
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緊急時治療管理料 １，１０７円 １日につき（月３日まで） 

所定疾患施設療養料 １，０２６円 １日につき(月１０日まで) 

療養食費 １３円 １食につき 

経口移行料 ６０円 １日につき 

経口維持料（摂食機能障害） ８５５円 １月につき 

入所前後訪問指導料 ９６２円 １回につき 

試行的退所時指導料 ８５５円 １回につき 

退所時情報提供料 ５３４円又は１，０６８円 １回につき 

退所時栄養情報連携料 １５０円 １回につき 

再入所時栄養連携料 ４２８円 １回につき 

入退所前連携料 １，２８２円 １回につき 

訪問看護指示料 ６４１円 １回につき 

かかりつけ医連携薬剤調整料 １５０円又は２９９円 １回につき 

地域連携診療計画情報提供料 ６４１円 １回につき 

排せつ支援料 ２２円～２１４円 １月につき(支援状況による) 

褥瘡マネジメント料 ７円～２８円 １月につき(支援状況による) 

若年性認知症入所者受入れ加算 ２５７円 １日につき 

新興感染症等施設療養料 ５１３円 １日につき(５日を限度) 

看取り料（死亡日以前３１～４５日） １５４円 １日につき 

看取り料（死亡日以前４～３０日） ３４２円 １日につき 

看取り料（死亡日前日及び前々日） １，９４４円 １日につき 

看取り料（死亡日） ４，０５９円 １日につき 

認知症チームケア推進料 ２５７円 １月につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ４２８円 １日につき(７日を限度) 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

  ・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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施設サービス【 介 護 保 険 ３ 割 負 担 額 】 

＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１）介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要介護 １ ２，５４１円 

要介護 ２ ２，７０１円 

要介護 ３ ２，９１０円 

要介護 ４ ３，０７９円 

要介護 ５ ３，２４３円 

・入所月に安全対策体制料として６４円かかります。 

・外泊をされた場合、外泊初日と最終日を除き、１月に６日を限度として上記負担額に代 

えて１日につき１，１６０円となります。 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ７１円  

夜勤職員配置料 ７７円  

初期加算料 ９７円又は１９３円 入所日より３０日間に限る 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 １６４円 在宅復帰率・ベッド回転率等による 

 

② 入所期間中、月１回算定されるサービス料金（１月あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

自立支援推進料 ９６２円  

科学的介護推進体制料 １９３円  

協力医療機関連携加算料 １６１円  

高齢者施設等感染対策向上料Ⅰ １６円又は３２円  

生産性向上推進体制料 ３２円  

 

③ サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ６４１円又は８２７円 １回につき（３月を限度） 

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ３８５円又は７６９円 １回につき（週３日まで） 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画書提出料 １０６円 １月につき 
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緊急時治療管理料 １，６６０円 １日につき（月３日まで） 

所定疾患施設療養料 １，５３８円 １日につき(月１０日まで) 

療養食費 ２０円 １食につき 

経口移行料 ９０円 １日につき 

経口維持料（摂食機能障害） １，２８２円 １月につき 

入所前後訪問指導料 １，４４２円 １回につき 

試行的退所時指導料 １，２８２円 １回につき 

退所時情報提供料 ８０１円又は１，６０２円 １回につき 

退所時栄養情報連携料 ２２５円 １回につき 

再入所時栄養連携料 ６４１円 １回につき 

入退所前連携料 １，９２３円 １回につき 

訪問看護指示料 ９６２円 １回につき 

かかりつけ医連携薬剤調整料 ２２５円又は４４９円 １回につき 

地域連携診療計画情報提供料 ９６２円 １回につき 

排せつ支援料 ３２円～３２１円 １月につき(支援状況による) 

褥瘡マネジメント料 １０円～４２円 １月につき(支援状況による) 

若年性認知症入所者受入れ加算 ３８５円 １日につき 

新興感染症等施設療養料 ７６９円 １日につき(５日を限度) 

看取り料（死亡日以前３１～４５日） ２３１円 １日につき 

看取り料（死亡日以前４～３０日） ５１３円 １日につき 

看取り料（死亡日前日及び前々日） ２，９１６円 １日につき 

看取り料（死亡日） ６，０８８円 １日につき 

認知症チームケア推進料 ３８５円 １月につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ６４１円 １日につき(７日を限度) 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

  ・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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短期入所療養介護【 介 護 保 険 １ 割 負 担 額 】 

＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１）介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要介護 １ ８８７円 

要介護 ２ ９４０円 

要介護 ３ １，００９円 

要介護 ４ １，０６５円 

要介護 ５ １，１２４円 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々又は月毎に算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ２４円 １日あたり 

夜勤職員配置料 ２６円 １日あたり 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 ５５円 １日あたり 

生産性向上推進体制料 １１円 １月あたり 

② サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ２５７円 １回につき 

緊急時治療管理料 ５５４円 １回につき（週３日まで） 

療養食費 ９円 １食につき 

送迎サービス料 １９７円 片道につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ２１４円 １日につき（月７日まで） 

若年性認知症利用者受入料 １２９円 １日につき 

重度療養管理料 １２９円 １日につき 

緊急短期入所受入料 ９７円 １日につき（月１４日まで） 

総合医学管理料 ２９４円 １日につき（月７日まで） 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

  ・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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短期入所療養介護【 介 護 保 険 ２ 割 負 担 額 】 

＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１）介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要介護 １ １，７７３円 

要介護 ２ １，８８０円 

要介護 ３ ２，０１７円 

要介護 ４ ２，１３０円 

要介護 ５ ２，２４７円 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々又は月毎に算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ４７円 １日につき 

夜勤職員配置料 ５２円 １日につき 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 １０９円 １日につき 

生産性向上推進体制料 ２２円 １月につき 

② サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ５１３円 １回につき 

緊急時治療管理料 １，１０７円 １回につき（週３日まで） 

療養食費 １７円 １食につき 

送迎サービス料 ３９３円 片道につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ４２８円 １日につき（月７日まで） 

若年性認知症利用者受入料 ２５７円 １日につき 

重度療養管理料 ２５７円 １日につき 

緊急短期入所受入料 １９３円 １日につき（月１４日まで） 

総合医学管理料 ５８８円 １日につき（月７日まで） 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

  ・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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短期入所療養介護【 介 護 保 険 ３ 割 負 担 額 】 
＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１）介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要介護 １ ２，６６０円 

要介護 ２ ２，８２０円 

要介護 ３ ３，０２５円 

要介護 ４ ３，１９５円 

要介護 ５ ３，３７１円 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々又は月毎に算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ７１円 １日につき 

夜勤職員配置料 ７７円 １日につき 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 １６４円 １日につき 

生産性向上推進体制料 ３２円 １月につき 

② サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ７６９円 １回につき 

緊急時治療管理料 １，６６０円 １回につき（週３日まで） 

療養食費 ２６円 １食につき 

送迎サービス料 ５９０円 片道につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ６４１円 １日につき（月７日まで） 

若年性認知症利用者受入料 ３８５円 １日につき 

重度療養管理料 ３８５円 １日につき 

緊急短期入所受入料 ２８９円 １日につき（月１４日まで） 

総合医学管理料 ８８２円 １日につき（月７日まで） 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

  ・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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介護予防短期入所療養介護【 介 護 保 険 １ 割 負 担 額 】 

＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１）介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要支援 １ ６５５円 

要支援 ２ ８２７円 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々又は月毎に算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ２４円 １日につき 

夜勤職員配置料 ２６円 １日につき 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 ５５円 １日につき 

生産性向上推進体制料 １１円 １月につき 

 

② サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ２５７円 １回につき 

緊急時治療管理料 ５５４円 １回につき（週３日まで） 

療養食費 ９円 １食につき 

送迎サービス料 １９７円 片道につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ２１４円 １日につき（月７日まで） 

若年性認知症利用者受入料 １２９円 １日につき 

総合医学管理料 ２９４円 １日につき（月７日まで） 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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介護予防短期入所療養介護【 介 護 保 険 ２ 割 負 担 額 】 

＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１）介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要支援 １ １，３１０円 

要支援 ２ １，６５４円 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々又は月毎に算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ４７円 １日につき 

夜勤職員配置料 ５２円 １日につき 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 １０９円 １日につき 

生産性向上推進体制料 ２２円 １月につき 

 

② サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ５１３円 １回につき 

緊急時治療管理料 １，１０７円 １回につき（週３日まで） 

療養食費 １７円 １食につき 

送迎サービス料 ３９３円 片道につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ４２８円 １日につき（月７日まで） 

若年性認知症利用者受入料 ２５７円 １日につき 

総合医学管理料 ５８８円 １日につき（月７日まで） 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

  ・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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介護予防短期入所療養介護【 介 護 保 険 ３ 割 負 担 額 】 

＜令和８年６月１日 改定＞ 

 

（１）介護保険施設サービス費（介護保険適用による自己負担額） 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は１

日あたりの自己負担額です) 

要 介 護 度 負 担 額 

要支援 １ １，９６４円 

要支援 ２ ２，４８０円 

 

（２）サービス加算料金（介護保険適用による自己負担額） 

① 入所期間中、日々又は月毎に算定されるサービス料金（１日あたりの料金） 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

サービス提供体制強化料 ７１円 １日につき 

夜勤職員配置料 ７７円 １日につき 

在宅復帰・在宅療養支援機能料 １６４円 １日につき 

生産性向上推進体制料 ３２円 １月につき 

 

②  サービスをご利用いただいた場合に算定されるサービス料金 

サ ー ビ ス 項 目 負 担 額 備  考 

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施料 ７６９円 １回につき 

緊急時治療管理料 １，６６０円 １回につき（週３日まで） 

療養食費 ２６円 １食につき 

送迎サービス料 ５９０円 片道につき 

認知症行動・心理症状緊急対応料 ６４１円 １日につき（月７日まで） 

若年性認知症利用者受入料 ３８５円 １日につき 

総合医学管理料 ８８２円 １日につき（月７日まで） 

  ・介護職員等処遇改善料として総単位数の９．７％を加算単位数として算定いたします。 

  ・「介護保険負担額」につきましては、保険単位をもとに小数点以下を切り上げて算定していま 

すので、請求金額と多少の差が生じる場合がありますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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＜別紙２＞ 

「国が定める食費と居住費の負担額軽減制度について」 

 

○介護保険の施設サービスを利用する際の食費と居住費は、利用者の自己負担となりますが、利用

者の負担を軽減するため、収入や資産などに応じて、負担限度額の認定を受けることができます。 

 

○利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市区町村が決定します。第１～第３段階の認

定を受けるには、利用者ご本人（あるいは代理の方）が、ご本人の住所地の市区町村に申請し、

市区町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階につ

いて介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと、い

ったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになります。（「認定証」発効後、過払い分

が「償還払い」される場合があります。） 

 

○軽減の対象となる方（①～③のすべてに該当する方） 

 ① 世帯全員が市民税非課税 

 ② 配偶者（いわゆる事実婚も含む）が市民税非課税 

※ 別世帯である場合や世帯分離をしている場合でも、配偶者が市民税課税の場合は対象外 

③  次の資産基準にあてはまる方 

利用者段階 利用者負担段階の要件 本人のみ 本人及び配偶者 

第１段階 
生活保護を受給している方か、老齢福祉年金を受給

している方 
1,000万円以下 2,000万円以下 

第２段階 
前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年

金収入額の合計額が 80 万円以下の方 
650万円以下 1,650万円以下 

第３段階① 
前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年

金収入額の合計額が 80万円を超え 120万円以下の方 
550万円以下 1,550万円以下 

第３段階② 
前年の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年

金収入額の合計額が 120 万円を超える方 
500万円以下 1,500万円以下 

※ 「資産」に含まれる具体的なものは、申請を行う市区町村にご確認ください。 

 

○負担額一覧表（１日あたりの利用料） 

利用者負担段階 居住費の負担限度額 
食費の負担限度額 

（施設入所） 

食費の負担限度額 

（ショートステイ） 

第１段階 ０円 ３００円 ３００円 

第２段階 ４３０円 ３９０円 ６００円 

第３段階① ４３０円 
６５０円 

（R8.8.1～680円） 

１，０００円 

（R8.8.1～1,030円） 

第３段階② ４３０円 
１，３６０円 

（R8.8.1～1,420円） 

１，３００円 

（R8.8.1～1,360円） 

第４段階 負担限度額なし 

 

 


